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節
施策

１7
年
度
ま
で

18
年
度

市が行った
（行う）事務事
業の具体的
な実施内容
（※団体補助
等の場合は
その補助金
による団体の
活動内容を
記載）

根拠法令等

１　計　画　（プラン）

北広島市都市景観形成基本計画

公共サイン基本計画や公共施設誘導案内板設置計画の策定

道沿いの景観に関する調査

平成１8年6月

51

都市景観

市民、事業者、行政の協働による美しい街並みの形成と維持

作成日

都市景観

違反屋外広告物の撤去指導及び簡易除却事務の実施

内線７８５

課長職名事務区分

環境と共生する快適なまち

部長職名■自治事務　　□法定受託事務 市 川 洋 一

　事務事業開始年度

　〃 終了予定年度

児 玉 正 輝

4-3 作成部署 企画財政部都市計画課都市景観形成推進事業事務事業名

　平成１8年度事務事業評価調書（継続用）　　　　 北広島市

啓発としくみづくり

上位施策との関
連（総合計画での
位置付け）

施策）

章

別紙１

H8

整理番号

直接事業費

515 49

49

地方債

一般財源

国支出金

9,000 9,000

16年度（決算）

0.50 0.50

5 51 51

活動指標
（事務事業の
活動量や実
績）

違反広告物除却件数

59 140

活動指標①  啓発事業開催数

活動指標② 1010

回

日

2

違反屋外広告物除却日数

0.50

9,000

4,500

4,549

0.50

9,000

4,551

【事務事業を評価する指標（ものさし）】

指　標　名
16年度

指　　　　　標　　　　　値

17年度単位 19年度（目標）18年度（目標）

　総　事　業　費 ①＋④ 4,505 4,551

区　　　　分

人 　件 　費
（概算）

道支出金

①合　計

②人　数（年間）

18年度（予算） 19年度（予定）17年度（決算）

（単位：千円）【事業費の推移】

２　実　施　（ドゥ）

③１人当り年間平均人件費

④＝②×③ 4,5004,500 4,500

その他特財

2 4 2

6 11

70

11

2,997 2,765

70

10

3,000

6 10

3,000

人

日

啓発事業開催数

成果指標
（目的の達成
度を測るもの
さし）

成果指標①

件

【指標の定義（算式等）】

代替指標

【指標の定義（算式等）】

成果指標②

活動指標③ 違反屋外広告物指導日数

景観写真コンクール、花のまちコンクールの開催

景観シンポジウム、景観学習会

その他景観形成推進に関わる協議

違反屋外広告物の撤去指導及び簡易除却事務の実施

その他景観形成推進に関わる協議

景観法の運用による景観条例制定に向けた調査・研究

都市景観にかかる啓蒙、啓発事業
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■継続事務事業優先度ランク
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【※参考】

前年度の
２次評価

行革
本部

【２次評価】

【上記３の評価を踏
まえ、総合判定と今
後の方向性について
記入】

　判　　　　定

現継

民間活力の
活用性評価
（事業担当部
局が評価）

　判　　　　定

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

今後の方向性（課題と解決方法等）

□終了

今後の方向性

□拡大重点化

■現状維持

□見直し

□統合

□廃止

一次評価のとおり

違反屋外広告物の簡易除却による景観の向上や、景観写真コンクールの開催などの景観に関する啓
蒙啓発事業を推進していくことによって、市民が美しい魅力あるまちづくりを意識し、ゆとりとうるおいの
ある快適な生活を営めることが求められている。

違反物件の簡易除去実施等直接的な対応を含め活動の達成度は高い。

37 33

1次評価ポイント ２次評価ポイント

説明
（上記
評価の
総合的
な説明）

担当
部局

民間等で実施または協働して取り組むべきである。

評価項目 チェック項目

上位施策を達成するために必要な事務事業か（目的妥当性の度合）
必要性

と
妥当性 行政が関与しなければならない事務事業か(公共性・公益性の度合）

市民や社会の要求はどの程度か（ニーズの度合）

１～５

成果指標値から見て、目標の達成度はどの程度か（達成度合） １～５

33

目的を達成するための手段（実施方法）は有効か（手段有効度合） １～５

５
点
満
点

5 5

受益者負担は適正か（適切な場合及びなじまない場合は５点）

行財政構造改革推
進本部の総合判定

３　評　価　（チェック）

有効性

上位施策への貢献度はどの程度か（貢献度合）

□拡大重点化

■現状維持

【１次評価】

□終了

□統合

□廃止

　判　　　　定

□見直し

１～５

４　総合判定と今後の方向性（アクション）

事務事業担当部局
の総合判定

都市計画マスタープラン及び緑の基本計画との整合を図りながら、景
観法の運用を視野に入れて景観形成の推進方法を検討していく。

効率性

整理番号 4-3

行革本部の
評価(２次)

今後の方向性

都市計画マスタープラン及び緑の基本計画との整合を図りながら、景観法の運用を視野に入
れて景観形成の推進方法を検討していくなかで、景観条例の制定についての調査検討を進
める。

黄色の欄に数字を入力すると自動的に計算されます

１～５

１～５

配点
低→高

事業担当部局
の評価(１次)

15
点
満
点

12

１～５投入した予算や人員に見合った効果が得られているか（費用対効果の度合）

　 　 １～５効率的な方法で実施しているか（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

　　　□有　　　　　■無

１～５

公平性

計

法律で実施が義務付けられている事務事業か

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。


